
山之上ケンケト祭りユネスコ
無形文化遺産登録について

【 Information 】



ユネスコ無形文化遺産とは

2003年(平成15年) 無形文化遺産保護条約 採択

ユネスコ無形文化遺産保護条約は、人類の代表的な伝統や祭礼行事などの無形文化遺産
の保護およびその意識向上を目的として、世界各国からの提案を受け民俗芸能や風俗に
ついてその価値や希少性を審査し、指定相当と判断される場合にユネスコ無形文化遺産に
登録する制度についての国際的な取り決めです。

日本では、能楽、歌舞伎、伝統的な食文化（和食）など２１件が登録されています。



「風流踊」について

「風流踊」については、ユネスコ無形文化遺産登録に向けて政府間委員会で審議中で
す。風流踊は、全国24都道府県41件で構成されていて、滋賀県には２件あり、「近江の
ケンケト祭り長刀振り（竜王町、東近江市、守山市、甲賀市）と近江湖南のサンヤレ踊
り（草津市、栗東市）」です。

【本町対象】

山之上のケンケト祭り（国 重要無形民俗文化財）



「風流踊」とは

華やかな、人目を惹く、という「風流」の精神を体現し、衣裳や
持ちものに趣向をこらして、歌や、笛・太鼓・鉦（かね）などの囃子
に合わせて踊る民俗芸能。除災や死者供養、豊作祈願、雨乞い
など、安寧な暮らしを願う人々の祈りが込められている。

祭礼や年中行事などの機会に地域の人々が世代を超えて参
加する。

それぞれの地域の歴史と風土を反映し、多彩な姿で今日まで
続く風流踊は、地域の活力の源として大きな役割を果たしている。



令和２年３月
国が「風流踊」をユネスコ文
化遺産登録に向けて提案書
を提出する。

令和２年９月
審査件数の上限を超える提
案があったため、2021年の
審査見送りになる。

令和３年３月
国が「風流踊」をユネスコ文化
遺産登録に向けて提案書を再
提出する。

令和４年11月
評価機関から無形文化遺産保護
条約 政府間委員会に対し、勧告
された。

これまでの経過

令和２年３月
山之上のケンケト祭りを含む
「近江のケンケト祭り長刀振
り」が国の重要無形民俗文
化財に指定される。



今後の予定

日 程 内 容

令和４年
11月28日～12月３日

モロッコ王国にて開催されるユネスコの政府間委員会において
審議・決定される（予定）
※記者提供は、県が代表して対応

登録決定翌日（午後）
ユネスコ無形文化遺産登録記念セレモニー
（小津神社：守山市）を実施予定

令和４年12月１日～
町として垂れ幕、報道機関への提供、町広報・HP・しるみる竜王
で情報発信

竜王町公民館交竜フロアで、「山之上ケンケト祭りユネスコ無形
文化遺産登録記念展示会」を開催予定

令和４年
12月３日～12月26日

令和５年1月29日
「風流踊」ユネスコ無形遺産登録記念講演会（県主催：草津市ク
レアホール）開催予定

令和５年
２月３日～２月26日

竜王町立図書館展示コーナーで、「山之上ケンケト祭りユネスコ
無形文化遺産登録記念展示会」を開催予定



無形文化遺産登録に関するお問い合わせは

竜王町生涯学習課まで

TEL：0748-58-3711

問い合わせ先


